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各年度の 4 月～3 月まで

３号であることを表す。 

氏名    生年月日   基礎年金番号 

年金記録の見方 

今月(11月)は「ねんきん月間」です。「ねんきん月間」は、

国民に公的年金制度を身近に感じてもらい、制度に対する

理解を深めてもらうことを目的として、出張相談やセミナ

ーなど様々な普及・啓発が行われています。 

今号では、これにちなんで年金記録の見方について解説します。 

 年金記録は、年金事務所に請求したり、「ねんきんネット」で検索することで確認

できます。加入している被保険者の種類により以下の例示のとおり構成されています。 

１ 厚生年金保険の場合 

加入時の会社名(記号)、取得年月日、標準報酬(標準報酬月額、標準賞与額)、喪

失年月日が表示されます(図１)。「算」とは算定基礎届を表します。 

   (図１) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 国民年金第３号被保険者の場合 

  基本的に未納が発生しないので、“＋”記号で表示されます(図２)。この期間は

保険料を納付した期間となります。 

   (図２) 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 国民年金第１号被保険者の場合 

  各月の納付状況について、保険料納付の他に、全額免除、一部免除制、未納など

多くの種類があり、これを表示しています(図３)。 

  (例) “Ａ”：定額保険料納付  “Ｚ”：申請全額免除  “イ”：半額納付 

 

氏名    生年月日   基礎年金番号 
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氏名    生年月日   基礎年金番号 

    “チ”：4分の 3免除期間にかかる未納 

     “ツ”：4分の 3免除期間にかかる納付   “＊”：未納 

(図３) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 年金記録の違い 

  図１～３のとおり、管理されている年金記録は被保険者の種類ごとに異なり、こ

の記録に基づいて年金額の計算がされます。 

具体的には、厚生年金保険の場合(図１)、標準報酬額、被保険者期間(月数)によ

り、国民年金第３号被保険者(図２)は、その月数により、国民年金第１号被保険者

(図３)は、納付期間、未納期間、免除期間に基づき所定の計算をしていきます。例

えば、全額免除では、1/2として評価するため、その期間が 12か月ならば、6か月

分として年金額に反映していくわけです。 

５ ねんきん定期便 

  「ねんきん定期便」は、以上の保険料納付実績を案内するとともに、参考として

年金額(見込額)をわかりやすい形で知らせてくれますので、ぜひ参照してくださ

い。なお、年齢によって形式や記載される内容が異なります(下表)。 

区 分 送付形式 内 容 備考 

毎年 

(節目の年

以外) 

50歳未満 
はがき 

直近 1 年間

の情報 

これまでの加入実績

に応じた年金額 
被保険者

の誕生月

に郵送 

50歳以上 年金見込額 

節目の年 

59歳 

封書 
全期間の 

年金記録情報 

年金見込額 

35歳、45歳 
これまでの加入実績

に応じた年金額 

 

当法人では年金請求手続き等の代行を行っています 
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